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損害防止サーキュラー No.05-09 
 
 
 
Marpol Annex VIの米国のガイドライン 
 
 
 
船舶による大気汚染に関連するMARPOL 
Annex VIの要件がMaritime Pollution 
Protection Act on Act of 
2008の一部として米国において2009年 月 日に1 8
発効した。この法令は、米国で船舶の排気に、より
重点がを置かれていることに従ったものである。発
効日より米国内にて運航している外国籍船舶及び米
国籍船舶はMARPOL Annex 
VIへの対応が証明できなければならない。対応に
ついての証明は（ １） 書類、（ ２） 装置などの証明
書/承認 
、（ ３） 簡易な材料でのテストや試験に、主要な焦
点をあてるべきである。  
 
米国沿岸警備隊はGuidelines for Ensuring Compliance with Annex 
VIを 年 月2009 2 4日に発行した。これらのガイドラインは のUSCG inspectorが排気に関して船舶上に
て検査を実施するときに用いる判定基準を明らかにしている。これらの検査はPort State 
Controlの検査の一部として、あるいは’Stand alone’の検査としておきうる。  
 
これらの規則は米国水域で運航する400GT以上の外国籍船舶に適用すると同様に全ての米国籍の検査済
あるいは未検査の船舶に適用する。  
 
以前に取得したStatements of Voluntary 
Compliance(SOVC)は船舶の最初に予定した までの間のdrydock Compliance 
の書類上の証明として使用できるが、いかなる場合も2012年 月1 8日以降はできなく なる。そうでなけれ
ば、有効なInternational Air Pollution Prevention Certificate (IAPP)やEngine International 
Air Pollution Prevention Certificate(EIAPP)が必要となるであろう。USCGのガイドラインの1-
4ページにおいてこの証明書に関する規則の適用が詳細に論じられている。  
 
Annex VIの指示書や基準は以下の を参照URL  
http://www.gard.no/gard/Publications/USCG_Guidelines.pdf 
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以下記載するMARPOL Annex 
VIで拘留の対照となる不備についてのリストは完全ではないが、Annex 
VIの目的に対して標準を下回るものについて優れた定義を提供している。  
 

● 有効なIAPP Certificate, EIAPP CertificateあるいはTechnical Filesがない；  
● EIAPP Certificateが必要とされるが、NOx Technical 

Codeに適合しないディーゼル機関 
● 本船上の燃料油の硫黄含有量が4.5% m/mを越えている；  
● 米国水域で （SECA requirement Sulphur Emission Control Area） を満たしていない；  
● 
認可の要件を満たさない、あるいは満たすけれども適切に作動しない焼却機あるいは必須の排
気集塵機；  

● オゾン層を破壊する物質を排出すること；  
● 本船のBunker Delivery Noteや関連する燃料サンプルの記録が相当に不備である； そして 
● 船長や乗組員が大気汚染防止機器の運転についての不可欠な手順に不慣れである；  

 
 
勧告 
船主や運航者そして本船の人間が法に定める機器や運用の管理対応を確保しおく ように ガイドラUSCG
インを調べ、これらの事項に関する書類を適切に揃えるように求める。ガイドラインを参照することによ
り、船主や運航者は の検査を想定してUSCG 諸事項の例になじむようになり、本船がこのタイプの公式
調査や検査を無事に通過することを確実としていく 。  
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